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日本資本主義確立期における

電力国家政策の形成 と都市電気業統制

- 日木電気業統制史 (1)-

小 桜 義 明

Ⅰ 問 題 の 設 定

周知の如 く, ｢尾大なる半農奴制的零細蓑井作の地盤の上に巨大なる軍事機構

-キイ産業の体制を公力的に構築 l2)し. すでに1900年代には ｢産業資本確立

-帝国主義転化｣をみた日本資蕃主義にあって,天皇制国家権力は,地主 ･ブ

ルジョア ･ブロックをその権力基盤 としながら,その強大な権限の集中によっ

て相対的独自性を保持 しつつ,同時に, 日本資本主義における私的独占の未発

達を代位 ･補完するものとして積極的な国家独占 ･国家資本の建設を遂行して

いったD即ち,それは ｢陸海軍工廠 ･製鉄所 ･鉄道通信等の軍事機構の官行｣

｢巨大朋閥の創設によるキイ産業 (鉱山 ･造船 ･機械工業)の軍義的統制｣2)であ

り.かつ ｢その主要な努力は,右の装置 と合体さるべき占短大なる基本原料 (鉄･

石炭)の確保に向けられ｣3)ていたO

このように講座沢を中心 とした戦前の日本資本主義の一連o)研究では,考察

対奉を産業資本oj確立期に集中することによって, ｢施回基軸 としての軍事機

樵-キイ産業｣の特質を ｢基本原料-鉄 と石炭｣ ｢基本技術-工作機械 ■施盤

製作｣の視角から考察し,そこにおける国家のj二要な努力を ｢鉄 と石炭の確保｣

として説明してきた｡

しかしながら ｢産業資本確立-帝国主義転化(端緒的金融資本成立)｣の道をた

1) 山田盛大郎｢日本資本主義分析｣,1934年,173ぺ-i/8
2) 同上, 135ベーンD
3) 同上. 130ぺ-i/｡
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どった日本資本主義の場合,国家の ｢主要な努力｣対象たる基本原料 として,

｢鉄 と石炭｣ のはかに ｢独占段階 における新たな基本原料-電気 ･化学生産物

･石 油｣ の問題4)が, したが って電気業 ･化学工業 ･石油業 とそれに対す る国

家の政策が合わせて考察 され るべ きであろ う｡

かか る視角で電気-電気業 (一般に電気業という時,電気軌道事業を含む場合があ

るが,ここでは電気供給事業に限定する)をみた時, すでに上林貞治郎氏によって

｢El本｣二業 における蒸汽動力確立期-電動刀成立転化期,及 び一般的独占確立

(大正7年の軍需工業動員法を指標とする)にやや先行す る電動Jj確立｣5)とい う ｢日

本電力革命の早期性｣が検山されているに もかかわらず, この時期の日本電気

業 についての一連 の研究LJG)では,適に国家 による保護統制の欠如 もし くは軽微

性が一般的に指摘 されているD例 えば,朽木清氏の研究7)によれは, ｢明治20

午 (創設)- 30年代前半において, 日木電気業は唯一の例外 (京都市営電気事業)

を除いて私企業 によってその導入 ･創設 ･発展が行われたこと, また政府諸機

関は右の過程 において電気事業 に対 してみるべ き助成を行 っていないこと,そ

してこのような事態はわが国における諸産業 (他の ｢公益事業｣を含む)の創設過

程や先進諸国における電気事業 の創設事情 と対比 して極めて特徴的な事態であ

った｣8)こと, さらに ｢明治30年代後半から明治44年電気事業法制定 (最初の議

会提出は43年)に到 る時期｣で も, ｢電気事業 とくに水力発電事業 に対する国の

助成策が始 まった｣ ものの, ｢ただしそれは,国営企業 の創設,財政投融資.

4) かかる視角で問題を論じているものとして.上林月治郎氏の一連の (日本)産業研究があるが,
E]太資本主義の構造的椿質,とりわけ国家との関連での位置づけに成功しているとは言いがたいu
さしあたって,日本工業電化発達史.(共著 ｢El本産業横構研究｣)1943年,｢日本工業発達史論｣
1948年, ｢El本産業論｣1967年｡

5) 上林,日本=業電化発達史.前掲論文,301ベーン｡
6〕 卓崎稔 ･近藤亮舌,北国電気姐 の発達過鍵 (上),封二金政策睡毅,262号,松島春海.B木に
於ける電気産業の形成過程.新潟大 ｢法経論集｣掃10蓉第3号,同. 日本電気産業の生産力構
造とその展開,新潟大 ｢商学論集｣第1号,同,B木電気産業資本の蕃墳形鼠 新潟大 ｢商学論
集｣弗2号,栗原竜洋編 ｢現代日本産業発達史Ⅲ電力｣1964年など｡

7〕 朽木清,創設期E]本電気業における国家の役割と企業形態について- R本電気事業統制小史
(1)- (以下.第1論文と略す).同.明治44年電気事業法制定前後における電気事業統制につい
て- El木電気事業統制小史(之)- (以下,第2論文と略す)大阪市立大 ｢経営研究｣第62号,
第63号0

8) 朽木.前抱第2論文,21へ-i.PD
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助成金の支給を含むものではな｣く,｢この期の発展 も圧倒的部分が依然私企

業によって行われた｣9)ことが指摘されているo

このような日本電気業発展における国家介入の軽微性は,以後の本格的独占

資本主義段階においても一貫しており, 1930年現在の東京市政調査会の調査に

よっても ｢翻て本事業に対する公の財政上の助成に至 りては其の補助 ･補給た

ると,保証たるとを問わず共に制度 として之を認めたるものなく,税制,特別

課徴制等の上に於ても亦何等特別の制度存するなし｣10)という状態であったO

さらに又,電気業への公益的統制をみても,1900年代径半からようやく｢『公

れるように極めて軽敏なものであったJl)O

このことは,同じ ｢基本原料｣とはいえ,産業資本確立過程における ｢鉄 と

石炭｣に対する国家の積魅的保護助成と比較して著しく対象的であり,かつ日

本電力革命の早期性及び以後の独占段階におけるその重要性13)からみても寄異

なことといえる｡

果して日本電気業は,天皇制絶対主義権力と無関係に発展しえたのであろう

か｡又,天皇制絶対主義権力は,この電気-電気業に対し無関心であったのだ

ろうかD以下,われわれはこの問題を考察するため, 日本電気業に関する一連

の研究を踏まえながら, ｢産業資本確立-帝国主義転化｣の時期を中心に,電

気-電気業に対する天皇制絶対~主義政府の電力政策,電気業統制を考禁するも

のである14)0

9) 同上,21ペ ー i>C
10) 貰京市政調査会 ｢本邦電気供給事業こ閑スル調査｣1932年,292ペIi)｡
ll) 朽木,前掲第 2論文,22ページ.
12) 北久一氏の場合.戟前 日本の電気業統制について ｢多 くそれは公益事業たるの基本的性格にお

いて公共的統制を受けたものとみることを得ないのであって.むしろ国民経済的要請から経済政
策の一翼 として電気事業統制政策が樹立された｣と評価されるO(北久一 ｢電気径済論｣1951年,

13) ｢今や電力を支配するものは一切の産業を支配する｡｣(野呂栄太郎 ｢tj本資本主為発達史｣19
30年,野呂栄太郎全集 (上),1965年.156ペーシ｡)｢動力の結集点としての電力化の本源 (発電
所 ･変電所 ･送電線)は当該の帝国主義独占の結果であり,達にその梗杵である｣ (山田盛太郎
｢日本資本主義分析｣前掲番.163ペ-㌔.)

14) 考察対象の時期をこの期に限定したのは,先の理由の他に.1911年 ｢電気事業法｣の制定が,
これ以後1936年の改正までの電力国家政策の基調となっており,これをもって独占段階の電力国
家政策の一応の確立とみなしうるからである｡
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その際,われわれはこの電力国家政策の内容と性格を,電気をめ ぐる社会的

謡階層間の利害対立の中で位置づけねばならないD何故なら,電気-電気業は

一方で産業 とりわけ重化学工業の基礎エネルギー(産業)として,独占資本 ･軍

部 ･官僚の利害を反映する ｢産業政策 としての電力政策｣を要請するが,他方,

それは同時に. 日常生活必需品としての電灯電力 (供給事業)として,社会改良

的 ｢公益事業統制｣をも必然化する｡したがって, この電気をめ ぐる社会的各

層間の利害対立は電力国家政策の内在的矛盾として反映し,それは電気の国民

経済 -国民生活への広範な普及とともに激化 .深刻化してい く｡

したがって,本稿ではかかる視角に基き,第 1にこの電気をめ ぐる諸階層の

利害の反映の仕方を観定する電力国家行政機構の形成とその性格をまず考察し,

第 2にこの行政機構を通じて展開された電力政策を,逓信省の諸施策の中で考

察するO最後に,地域独占としての電気業の発展と最 も密接な関係にある,也

方自治体 とりわけ都市における電気業統制を考察し,それと産業政策的な逓信

省の電力行政との矛盾 ･対立の崩芽をみるなかで,独占段階における電気をめ

ぐる諸階級の利害対立激化の方向を,したがって電力国家政策の内在的矛盾 と

その激化による電力政策の破綻を展望する｡

II 電力国家行政機構の形成と官僚的中央統制

戦前の日本電力国家政策については,すでに述べたように国家介入の弱きと

遅れが一般的に指摘 されているoLかし.それは電力政策の内容を,主 として

国家財政の支出や国家資本の比重などの視点から評価 したものであり,電刀国

家政策そのものの性格を説ElRするものではないO問題なのは,電気 =電気業の

国家的 ･国民経済的意義の増大O-)中での天皇制絶対主義権力の対応.即ち電力

国家政策の展開であり,かつ,それがどのように電気をめ ぐる社会的諸r智層間

の利害対立を反映し,かつその対立を深化していったかということである｡そ

のために,われわれはまず.この天皇制権力の電気-電気業への対応の制度的

実態,つまり電力国家行政機構の考察から始めようO
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日本における電力国家行政の開始 といえば,1883年 日本最初の電気事業であ

る東京電灯会社が東京府庁に対 し開業を出願 し許可を得た15)ことに始まるoL

かし,本格的な形での電力行政は,1891年電気業の監督が逓信省の所管 と決定

して以後,同年の警視庁 ｢電気営業取締規則｣の発布16)をもって始まったとい

える. これ以摸,逓信省は各地方庁に対し,取締方法の逓信大臣への報告と認

吋の義務づけ (1891年). ｢電気事業の経営を許可せんとする際は,其の都度逓

信大臣に票何の上許可すべき旨｣ (1893年 )17) などの訓令を尭し, 電力行政の逓

信省-の集中,その一元化を図った｡ これは,1896年 口本最初の統一的電気事

業法規 ｢電気事業取締規則｣(逓信省令)によってほぼ達成 される｡即ち. ｢此

の時以来電気事業の許認可,工事の監督その他電気事業に関する一般監督事務

は,挙げて逓信大臣の所轄に移さるることになり,地二万庁はその補助機関とし

て.営業及び工事の実際的監督に当ることとな･?たのであるO｣18)

このように電気業に対する種々の行政事務 ･行政権限は,この1896年の ｢電

気事業取締規則｣によってほぼ逓信省に集中され,電力国家行政の一元化は完

成されるo これ以降.電力国家行政は, この逓信省を中心に遂行され,独占段

階における電力国家政策の確立 と展開の中で, この行政機構は基本的内容で大

きな改革を受けることなく維持強化され,戦時経済下の本格的電力国家統制へ

引き池がれてい くのである｡

ここで, この電力行政機構の一応の確立をみた時期の電力国家行政の内容を

みると,それはもっぱら商品としての電気の使用価値的側面に付着する危険性,

及び公有道路 .河)rrの私用 という電気業固有の事情に由来するもので.そこに

は国家的な陳護 ･統制o)姪蹄的必然性をみることはできないO例えば,当時の

電気業の生産規模をみても, ｢いわゆる電灯局 といった名前のもとに当初せい

ぜい2,3KW の規模 ･をもって需要単位ごとに個々に分散経営されていた｣19)

｢東京電灯二様式会社開業50年史｣1936年,5-13ベーン｡
｢逓信事業史｣第6巻.逓信省編,1941年,38-44--ジO
同ト, 44べ-汐｡
同上, 31ページ,
栗原賓‡羊編｢電力｣前端書,48ページ
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状態であり, ｢発送電規模の拡大 とその所有形態 との矛盾がどの面においても

表面化するに到 っていないO｣20)

又,当時の日本電気業の性格をみても, ｢故国国民経済の産業革命期に於け

る基本動力は蒸気機関であり,従 って此の時期に於ける電気生産は,経済発達

過程に於ける基本過程 とは決定的連関を持たず,単に消費財 (菅移品)生産部門

を担当する給生産過程上の余 り重要ならざる一部門を形成するに過ぎぬ｣21'状

態であ り, 国家にとってもその ｢殖産興業｣的意義は乏しか ったといえよう22㌔

したがって, この時期の電力国家行政の具体的内容をみれば, もっぱら危険

物 としての電気に対 する保安監督が中 Llであり,先の ｢電気事業取締規則｣をご

みても ｢その内容はさきの 『取締規則』を整備 ･拡充したもので 依然保安

取締をEl的 とし産菜助成的意義をもたないOかえってその保安取締規定が厳格

すぎ電気事業の発展を阻害するものとして日本電気協会はその改正を陳情 し.

･･35年 〔明治- 引用著)8月に到 って ようや くその 主たる訴点が 改正 され

る｣23)有様だったD このように,初期電力行政の内容には,電気業を対象 とす

る固有な意味での電力国家政策の形成 をみることはできないO

にもかかわらず,以後の電力行政の展開を踏まえた上で,われわれがこの時

期に注 目せねばならないのは,この電力行政の逓信省-の集中 ･一元化の中に,

その中央集権化,官僚的電気業中央統制機構の原型の形成をみることができる

か らである｡例えば,電気業の営業許認可権についてみれば,それまで各地方

庁で許可されていたのが,1896年 ｢電気事業取締規則｣において ｢電気事業 ヲ

20) 朽木胤 前掲第1論文,47ぺ-ソ｡
21) 豊崎 近藤,我国電気生産の発達過程(上).約鞄論文,45-46ぺ-ソ｡
22) しかし,このことは当時の世界長新技術たる電気エネルギーの産業利用に対し.日水産業資本

及び天皇制権力が無関心であったことは意味しない｡むしろ.日本産業における電気利用は.先
進国における実用的発明 (1879年白熱電球発明, 1882年世界最初の供給用発電所建設)の直後,
1886年大阪紡績三軒家=湯における深夜業のための電灯照明に始まり,1890年足尾銅山の水力発
電による動力電化など,その導入は甲期から行われており,丸 それによって大きな成果をあげ
ているo(この点については,星野芳郎 ｢現代日本技術史概説｣1956年,48-54--i/を参照)た
だし,これら重要基幹産業の電気利用は殆んと自家発電によって行われており,電気技術導入促
進策としての国家政策は,各個別基幹産業への保護助成策に組み込まれていたといえよう｡

23) 朽木敵,前栂第1論文,26-27--ソ.
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ナサムトスル老-営業用タル ト自家用タル トヲ問-ズ･-.･逓信大臣二願出許可

ヲ受 ク-シ｣ (第7条 )24) と逓信大臣に集中されている. その他に,送配電施設

に対する種々の監督権限も,その主要なものはすべて逓信省に集中され,地方

庁は単なる補助機関としてしか位置づけられていない｡しかも,この場合地方

庁とは道府県を意味し,市町村は道路法による市町村道管理権を除いて,電気

事業に対して何の権限 ももっていない｡

このような電気業に関する種々の行政権限の逓信大臣への集中は,以後の幾

度かの改止を通じて変わっておらず, 1906年逓信大臣による ｢電気事業経営許

可命令書｣の下附などにみられるように,かえって強化されているO又 ,1911

年 ｢電気事業法施行規則｣による電力子了政の改革は,地方監督機関を ｢(-)営業

に関する頚項は地方長官 と)工毒其の他技術に関する事頭は逓信局長｣25J と整

理したが,実際 ｢是等の事柄に関して,地方長官から事業者が直接何等かの交

渉を受けることは極めて稀である｣26)のが現実であった｡

か くて,以後の日本電力国家行政の展開において ｢電気事業の特許 と地プチ公

共団体の関係は残からず,然るに此の関係を連絡すべき法典上の制規は従来よ

り何等格別調整せらるるに至らず,随て地元掛 こ関係地方公共団体の企業備許

に対する公益上の意思は兎角常に無視せられつつ今 日に至 りたる｣27)という事

態が,ここに規定づけられたのである2i)｡

この結果,地域独占としての電気業の発展 と最 も密接な関連をもち,かつそ

の矛盾 も集中的に受ける地域住民 ･地場資本,及びその利害を一定反映せざる

｢逓信事業史｣第 6巻,前掲書.46ペ-ゾ｡
同上. 81ぺIi/｡

広l軒先- ｢市町村と電気事業｣1929年.62-63ペ-リ｡
-東京市政調査会 ｢本邦電気供給事業-L閑スル調査｣前掲書,292--ジO

この点について,第 1次大戦後,東京市政の調査に釆目したビー7 トは.次のように指摘して
いる｡ ｢東京市内の公益事業会社に一定水準の質の リーグィスの捷供を要求する権限は,現在の
ところ東京市にも.その他にも与えられていない. 公益事業に許認可を与えたり,監督取締

りを行なう磯閑は少なくとも次の6つに分裂している｡すなわち,東京府,鉄道省.逓信省.響
視総監,そして,これらに東京市がまれに参加するといった具合であるD'しかも東京市は,実質
的に,最も関係が深いにもかかわらず,営業の許認可に対して最も小さな権限しか与えられてい
ない｣｡ (C A B上ard.TheAdmmzst7-at10nandPol7tu:SOfTokyo,1923,東京市政調査全
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をえない地方自治体は, この官僚統制的電力行政機構から排除 され,天皇制中

央樫力の電気業に対する利害が専制的に貫徹されてい くのである｡

この天皇制絶対主義権力の利害を容易に貫徹せしむる行政機構としての官僚

中央統制的電力行政機構は,逓信省内においても.1906年電気課の設置による

電信電話事務からの独立29),1909年電気局の新設,同年地方道信管理局の設置

(全国13ヶ所,後の行政改革で7ヶ所となる)による電力経済圏に合致した広域的電

刀行政の開始30), さらには, ｢発電水力U)使用に就いては ･.百馬力以上のも

a)a)許可又は重要なる変更に関して札 地方長官は予め逓倍大臣｣に票伺すべ

きという訓令 (1909年)sl),などその統制機構は着々と強化されてい くのであるo

III 日本電力国家政策の成立とその特質

前節で考察したように,官僚統制的電力行政機構が端緒的に形成された1890

年代は,その行政内容の点で,明確な形での電力国家政策の形成をみることは

できない｡しかし,1900年代以降とりわけ日露戦後の工業動力電化の急速な進

展.電気業の飛躍的発展は,電気-電気業の国家的国民経済的意義を増大せし

めることによって電力国家政策の形成を要請したo

ここで日本工業における動力電化の進展をみれば,それは ｢早 くも明治20年

代 (-蒸汽動力発展確立期)に始まり, 明治29年度動力統計はすでに若干数の電

動力使用工場を示し,それより10年後の明治39年及ひ42年(蒸汽動力支配最高期)

の工業動力統計はすでに電動力の顕著な発展を示し,明治40年より大正7年に

至 る時期 (約10年間)は諸主要工業部門における汽力 ･電力転換-電動力革命の

時期であり,全工業の一般的電動力革命の焦点は大正3I4年頃に戎JLhする｡｣32'

(第1表を参照)

次に, 日本電気業の発展を第 2表にみると,そこでは,全体 としての飛躍的

29〕 ｢逓信事業史｣第6巻.前掲害,31ページ.

30) 同上, 32-35ベーン｡

31) 同上. 36べ- LP

32) 上林,日本工業電化発達史,前掲論文.300-301べ -I/｡
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第 1表 総馬力数 ･電動機馬力数 ･蒸汽機関馬力数 (電気業を除く)の推移

注 1) 第22-35次(明治38年-大正7年)の ｢農商務統計表｣,大正8年-10年の｢工場統計表｣よ
り作成｡

2) 上林貞治郎 ｢日本産業論｣前掲書,111ページニ

発展 とともに,需要電力における動力用電力の急増 と電灯用電力 との比率の道

転が住 目され る｡ これは, この間の工業動力電化における電気業の果 した衝極

的役割 とともに, El本電気業の生産手段生産部門化を/1<しているO

さらに, この電気業の発展の中で注 目せねばならないのは,発電jJにおける

水力発電の激増であるO これは, この時期における大規模水力発電 と王墓旺離送

電 の成功 とい う電力技二術の発展33)(但しそれは,もっぱら楠入設備に依存している)

によるものであるが, それは又, 日本電気業 の発展,電力国家政策 の形成で重

要 な役割 を演 じているQ即ちそれは,第 1に発電 コス トの低下 による電気料金

33) 具体的には,1899年郡山綿糸紡績および広島水力電気による300KW,11万V による14マ
イノtの送電 (近距離送電の時代),1907年東京電灯的橋発電所による 15.000KW ,5_5万 Vに
よる468マイルの送電 (遠距離送電時代)をそれぞれ契機としている.
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第 2表 電 気 業 経 常 内 訳

器 7l≡喜

1917】573r578,947E62,090【ll3捕

＼ ∴ ∴

注 1) ｢電気事業要覧｣より作製D
2) 松島春海,日本に於ける電気産兼の形成過担,前掲論文,63ページO

の大巾な引き下げを実現し34), 電力国家政策形成の前提条件たる電気の国民経

済 ･国民生活への広範な普及を促準するとともに,電力生産設備の大規模化

地域独占の強化を一層進展させることによって, ｢電気事業者 と土地所有者等

との矛盾 ･対立｣｢電気事業者間の 矛盾 ･対立｣｢電気事業者 と消費者 との矛

｢盾など,その私的所形鬼員との矛盾を激化 ･顕在化せしめ55), 国家による新た

な電気業統制をよび起した｡さらにこの大規模水力発電は.LLJ任那こ眠 っていた

豊富な水力を,地理的自然的条件に制約されることなく,近代的工業エネルギ

ーとしての利用を可能 とし,国内エネルギー資源の不足に悩む日本資本主義36)

34) 例えば,1907年東電桂川水系的楕発電所の建設は.電灯料金の20-43%の低下を実現し,しか
も東電の収益率は以後も上月をみせている｡(｢某京電灯株式会社開業50年史｣前掲吾,99-101べ
-ソ)｡

35) 具体的事例については,朽木,前掲第 2論二女,31-37-ージを春風,

36) 工業動力 製鉄原料 ･爆薬素材としての石炭に対する国家の保護助成 ･財閥の独占は.それ自
身の生産力を高めたが,日本産業革命の展開に上るそれ以上の需要の増大は,炭価の高騰をもた

らし,｢斯る生産財生産部門を基礎とせねばならない諸産業資本は大なる圧力を受けることとな
-)た｡｣(塾崎 ･近藤,我国電気生産の発達過程(上).前掲論文.71-74ベーン)d
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にとって,資源政策 としての電源開発-電力政策を要請 したのである｡

このような大規模水力発送電の発展を契機 とする,国家による電気-電気業

の ｢殖産興業｣的意義の認識は, 日本電力国家政策の一応の確立の指標 とされ

る ｢電気事業法｣ (1911年制定)の法案理由書の中に明白にあ らわ れ てい る｡

｢而か も此間水力電気遠送事業は急激なる進歩を遂げ,電線路其他の設備上に

多大の変革を加 うると同時に,工業界の面 EI玉に-大革新を見るに至れ り,是

を以て斯界の伸暢発達を助け,倍 々電気oj利用を促進し,以て産業の隆興を図

り社会公共の福祉を増進する為,之が監督保護に閑 し適当の方法を講ずるは刻

下の急務な りとす｡｣只7､

では以下,かかる認識のもとで形成 された電力国家政策の具体的内容をみて

みよう｡第 1にあげられるのは,大規模水力発送電を前提 とした,電気業著に

対する国家の消極的保護助成策である｡具体的には,高圧送電線路建設のため

の仙人所有の土地-の立入 り権あるいは上部空間の使用権,公共物使用の便宜

などで, これらは 1907年 ｢特別高圧電線路取締規則｣ に始 まり, 1911年 ｢電

気事業法｣で法文化されている38)O この他に, 1910年 設置された臨時水力調査

局による全国主要河川の包蔵水力調査なども, この中に含まれよう39㌔

第 2は,配電部門を中心 とした電力普及策である｡これは,初期の供給区域

独占の方針を転換したもので,同一地域に複数の電気業者の営業許可を与え,

相互に競争させ ることによって電力の普及をめざしたo それは,1903年信濃

電気 (長野市), 三河電力 (名古屋市), 四国水力電気 (高松市)-の重複営業許

可40)以後, 日本電力国家政策の大 きな柱 となってい く｡

第 3に,電気業に対する ｢公益事業統制｣の一応の成立をあげねばならない｡

それは.先の重複営業許可による電プJ資本間競争によって生 じた危険性に対す

る規制 (1907年以降の取締規RrJの改正 ･追加)Jl〕,及び 1906年以降, 逓信省によっ

｢逓信事業史｣第6巻.前掲書,7〔l--ソ.
同上, 64-77へ-シ｡
同上. 583-586ぺ-J｡
｢明治=業史｣電気欝,1928年.494-495ベーンb三宅晴挿 ｢El本の電気事業｣1951年.23へ
1
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て下附されている ｢電気事業経営許可命令書｣42)にみることができる｡ とりわ

け後者は, ｢料金その他供給条件について開業前に地方長官の許可をえること,

および右変更について地方長官の命令権｣ とい う ｢料金認可制｣の規定など,

重要な統制規定がみられ 中央政府における ｢フランチャイズによる 『公益事

業統御』が全国的に統一して開始された｣4B)ものとして注 目される.

しかし, この ｢経営許可命令書｣による ｢公益的｣統制 も,現実には ｢右諸

規定の多 くは明治44年電気事業法制定に当って法制化しえなかったこと,それ

につれて経営許可命令書における統制規定 もそれ以後においては後退している

事気 さらには貴米両院における電気事業法特別委員会の審議過程での発言に

放して,経営許可命令権が発動されたためしがない｣44)のであり, むしろこの

統制の弱きが電力国家政策の 1つの特徴としてあげねばならない｡例えば ｢料

金認可制｣をみても, ｢電気事業法｣政府提案では明記されていたのに対し,

衆議院での反対にあい, ｢料金変更命令権｣という実質的な認可制の否定で簡

単に妥協が成立している仰.この結果,料金認可制は.1931年の同法改正をま

たねばならない｡

このように,この時期,確立された電力国家政策は,水力発電-の消極的保

護,競争による電力普及促進,公益的統楓の軽微性をその内容としている｡で

は,これらの電力国家政策の特質はいかなる安国によって規定されているのか,

明治末期における電気業 と社会的各層間の関連をさぐる中で考えてみよう｡

まず1909年現在の工業電化率を見ると,民間工場 与08%,官営工場 282% と

まだ低いO(第3表を参照) しかし, この中でも官営工場及び民間工場内での

機械券具工場, とりわけ船舶,機関車製造部門の高い電化率は, 日露戦後の日

本重工業の端緒的発展と,そこにおける電力の軍事的 ･戦略的重要性の増大と

41) ｢逓信事業史｣第6巻,前掲書,64ページO
42) 具体例については,東京市政調査会｢本邦電気供給事業二関スル調査｣前掲亀 71-114ペー/I,.
43) 朽木.前掲第2論文,23--i/.

45) この間についての経過は.｢逓信事業史｣第6番,前掲急 69-77ペ-ノ,及び栗原節｢電力｣
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第 3蓑 1909年の工業部煩別原動機馬力数

工 場 数 総馬力数(馬力) 電 動 機(馬力) (%)蒸汽機関(馬力) (%)

染 織･ 機 械 器 具ド化 学飲 食 物雑特 別 32,22814,7532,526309112 1163,4856,2025.114148 419,658126;58739,7633,33418,2762,22664=,05723,53824.341141,372 45,521ll,343.13,6568818,5831,0607,8972.0502,3198,256 10.88.934_326.447.047.612.38.79_55.8 225,05391,91318,3361,6346,6971.10835,25818,052.17.33644,148 537246493649557671316610G80722

珪 上林貞治郎 ｢El本=業発達史｣前掲膏,103-109ぺ-i/.

して召三目され る｡

しか し, この官営工場や

民間機械工場の高い電化率

は,そのまま電気業 とこれ

ら基幹工場 との結 びつ きを

示す ものではない｡第 4表

で,民間工場の電動機馬力

数 を自家発電 と受電 にわ け

第 4表 規模BIJ電動機馬力数 (1909年)

て考察 してみる と･大規模 注 1) 1909年 ｢工場統計表｣より作風

工場 におけ る自家発電の圧 2) 電気業は除くq

例 的優位性が明白にみられ る46㌔ この ことは,先 の官営工場,民間重工業 での

A=6) この日家発電の比率を電力消費量でみると.1906-10年の平均で,電気事業8,400万 kwh,良
家売電14,400万 kwhと自家発電が圧倒的に多い｡ (商売進 ｢鉄道と電力｣長期経済統計12.
1965年.68ベーン｡)
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高い電化率に示 された,電力の軍事的戦略的重要性増大につれて日本電気業の

地位が,それと比例的に増大 したわけではないことを物語 っている｡ したがっ

て, 日本支配階級にとって,一方で水力発電を契機 とする電力一般の重要性の

認識がありながら,他方でそれが直接電気業-の積極的保護 までに至 らず,先

の消極的保護助成にとどまったといえよう｡

これに対 し,第 5表で民間工場の電化率を規模別にみてみると,原動機装備

率の低い中小零細工場での相対的に高い電化率が注 目されるOこれは, El本資

本主義の底辺を形成 していた中小零細家内工場の ｢機械化動力化が蒸気機関で

はなく電動機の採用によって導かれたこと｣47)を意味し, それは ｢電線一本で

容易に且つ小親横に機械生産を営むことを可能 とし,小規模工場制工業を群生

せ しめるモ メソ トとして作用 したo｣48)

さらにこの期間の電灯需要の増大は,-需要家当 り灯数の低下にみられるよ

うに,その大衆生活-の普汲,電灯の日常生活必需品化の進展を物語 っている

49)O(第6蓑を参照)

したがってこの中小零細規模工場の電化,需灯の勤労者階層への普及の進展

第 5表 規模別原動機馬力数構成表 (1909年)

l

注 南亮進 ｢鉄道と電力｣前掲毒,228-233ぺ--/より作成｡

47) 小宮山蘇二｢日本中小工業研究｣1941年,12ぺ-i)｡

48) 同上, 12ページ.
49) 照明市場における電灯と石油ランプ ･ガス灯との競争は, ｢ほぼ20世箭己初頭 (明治末期)まで

つつき,ようやく第1次大戦の前ころになり,電灯の地位が確立するに至った｡｣(粟原揃 ｢電
力｣前掲奮,63--こl/).
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は,それが, もっぱら電気

業からの受電に依 っている

ことか らみて,これ ら中

小資本 ･勤労市民層からの

電気業の公益的統制要求の

基礎を強めていたといえよ

う｡しかも ｢電動力の普及

は一面に於いて小経常の存

続発展を可能にしたが,両

も電力の金融資本家的統制

はそれに依って小生産者ま

第6乗 電 灯 需 要 状 況

注 1〕電灯普及率-需要家数一現住世帯数×100

2〕 ｢儒気幸三荘要覧 L(第29回)より作成｡

でも金融資本主義的 ･国家資本主義的統制の下に直接従属せしめ得るの可能性

を増大したもの｣5D)であり, ここに電気業統制をめぐる金融資本 .軍部 ･官僚

と中小資本 ･勤労者階級の利害対立先鋭化の経済的基礎の成熟をみることがで

きるのである｡

では,かかる電気をめぐる諸階級の利害対立を前に,先の電力国家政策はど

のような役割を果したのであろうか｡ここで電力国家政策の第 2の内容であっ

た ｢競争による電力普及策｣をさらに具体的にみてみよう｡1900年代後半に始

まったこの政策も,まったく電力督本間の自由競争を意図したものではなかっ

た｡即ち ｢政府に於いては電灯事業 と電力事業との二に区分し,電灯事業は二

重に許可せず,電力事業は尚お供給の余地ありと認むる場合は,第 2の事業者

に, -需要家に就き 2KW 以上の電力を供給する需要家にのみ供給すべき条

件を附して許可せる｣51)ものであった｡ この方針はその初期において当時の電

灯消費者であった有産者階級などの反対で,一貫 したもo)でなかったoLかし

｢明治末葉に於いて,第 1事業者が供給 し居 る地域に更に第 2のものを認可す

50) 野呂栄太郎｢日本資本主義発達史｣前掲書,156べ-汐｡
51) ｢明治工染兜｣電気節,1打婦書.493ぺ-リ｡
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る場合は,其の目的を電力に限 り,且,電力の制限を-需要家につき50馬力

又は100馬力以上の制限を付するを常 とし ･･斯 くの如 くして電線路の錯雑を

避け,同時に競争によりて電力応用の促進を図りしものの如し｡固より電力に

限 り二重認可に関する方針は時の政府当局により多少の相違ありLも ･ 一貫

せる方針なりき｣52)とはぼ定着している｡

このように電灯 ･小口電力供給と大口電力供給を区別し,大口電力供給のみ

は競争によってその料金の低廉化 ･一層の普及を図るという政策は, いわば

｢営業許認可権の行使による競争の組級化｣政策 ともいえようOそして,これ

は絶対主義専制政府にとって,財政支出を伴 う保護助成なしに,大規模な電源

開発.重要基幹工業への豊富低廉な電力供給を可能とする一石二鳥の妙案であ

ったO即 ち,それは電灯 .小口電力供給での地域独占の保証によって,電気業

に高収益を保証し,他方で大 口電力供給で競争させることによって,その収益

を大規模発送電,大口電力の低料金化の資金 としてはきださせるものである｡

｢か くて電気産業資本は,我国工業生産の基軸をなしている原動力用電力の価

格を低 く抑えることによって, 日本賓表主義の基幹たる独占工業資本をして,

その独占的利潤獲得のBTJ提条件を整備するとともに,他方では当該産業自体の

高利潤の実現を,電灯用電力の価格を割高に設定することによって図ったので

あるo｣53)(第7表を参照)

このように,電気に対する天皇制絶対主義権力の利害は.電力行政権限の中

央集Fh 営業許認可権の専制的行使によって基本的に貫徹する一方,日本電気

業 も又,電灯 ･小口電力供給における地域独占の保証による高収益を維持し,

順調な発展を遂げてい くのである｡か くて,一見弱いかにみえた電気業の国家

統制 も,営業許認可権など電力行政権限の中央集中-官僚統制的電力行政機構

によって,その利害貫徹の点において極めて強固なものであり,かつ,それに

52) 同上. 496ペ - ノ .
53) 松島･日本電気産業資本O-)蓄梗形儀 削妬論文 228ペ ー ジ｡但し,松島氏は.これを電灯用

電力と原動力用電力の販路拡張の時期的ズレから説BJjされておら,国家の電力政策には触れられ
⊂いないO こU-)点は,今までCr)電発禁発達史研究に共通にみられる特徴である.
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第7表 電力需要 ･収入における電灯 ･電力比率

注 1) 1903年-1907年迄帝国統計年鑑より,1908年以降電気事業要覧より算出.
2) 松島春海.電気産業に於ける資金構成について,(法大 ｢社会労働研究｣第10号,126ぺ-

i=)より作成｡

依 存 ･寄 生 した 日本電気 業 の発 展 は, ま さ し く国家 に よ って代 位 ･補 完 され た

日本資 本 主義 の構 造 的特 質 の貫 徹 を示 してい る とい え よ う54)o

IV 都 市 にお け る電 気業 統 制 の 展開

この よ うに,1911年 ｢電 気事 業法 ｣ の制 定 に よ って はぼ確 立 され た,産 業 政

策 と して の電 力政 策 は, 電 灯 ･小 口電 力消費 著 を収奪 基盤 として急 膨張 を遂 げ

54) 同時期の官気業国家統制を砺扱った朽木氏の場合,電気業に対する国家の関与を,もっぱら財~

政支出や国営企業の創設,公益的統制などの側面から考察し,=行政権隈の中央集中による大口電
力供給の競争化政策に触れられない｡この結果.国家介入の軽微性を,電力生産の基泰的矛盾-
生産の社会的性贋と所有の私的形態との矛盾の未成熟として説明され,この電力政策の中におけ
る支配階級の利害貫徹を, したがってそれによる一層の矛盾の深化の展望がなされず, 何故に
｢料金統制｣など公益的統制が1931年まで廷されたかというE]本的特質が説明されない｡朽木氏
の主張される電力生産の基本矛盾の未成熟性は,いわば現象的なものであり,その社会的矛盾の
発現が官僚統制的電力政策,官治的 ･地主的性格の地方自治制=地域支配機構によって阻害され
ていたと把握すへきであろう｡
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る日本電気業の資本蓄積形態をつ くりあげた｡したがって, この電力政策の中

では,公益的統制は ｢競争による大 口電力普及策｣の遂行のうえで,それを補

完すべき最小限のものに抑えられ,かつ,地域独占たる電気業 と最 も密棲な関

係にある地方自治体は,官捺統制的電力行政機構の中で排除されていたoにも

かかわらず,電気業の発展 ととりわけ関係の深い都市を中JLhに,地方自治体の

電気業統制が又,独自に展開され,先の産業政策 としての電力政策 と次第に矛

盾 ･対立してい くのである｡

電気業に対する地方自治体の関与は,まず都市において電柱税の課税 という

形ではじまる｡1894年大阪市で始まったこの電柱税課税55)は以後全国的に普及

してい くが,それ自体統制を意味するものではない. しかし,当時安定した地

域独占のうえで高収益をあげていた電気業に対するこの課税は,都市財政の膨

蘇, とくに大都市での深刻な財政危機の中で強化され ｢事業者にとっては事業

の膨張期に当面 し,収益の如何に拘らず墳別観の負担を逓増せしめられること

は非常に苦痛｣56)となったO

ここに地方自治体による初の電気業統制たる ｢電気事業報償契約｣が, ｢事

業者側は逓増する特別税等の負担を避 くることを待,都市側は不適当な特別税

の賦課を廃して然かも財源を失わず,兼ねて契約に依る監督を行うことを得る

という両者にとっての利害の一致から｣57)かわされることとなったのであるO

これも電柱税 と同じく,大阪市において1906年大阪電灯 との間でかわされたこ

とに始まり,全国主夢都市に普及 してい く｡

こうして1900年代後半には,先に考察した逓信省による ｢~電気事業嘗実許可

命令書｣ と,この都市自治体o) ｢電気事業報償契約｣ という,中央政府 と地方

自治体の二重のフランチャイスによる公益的統制が開始されたことになるO中

央政柄二の段階ではすでに述べたように, これ以後.1911年 ｢電気事業法｣に引

55) 東京市政調査会｢我国主要都市に於ける電気事業報償契約｣市政調査資料17号,1928年,35ペ
ー ■

56) 同上. 37ページ｡

57) 同上, 37-38ペ ー ジ n
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第 8表 経 常 主 体 別 事 業 者 数

注 1) 電気鉄道は除く｡
2) ｢電気事業要覧｣弟Z9回より作成O

き継 がれ てい くLtlで, その公益 的統 制 の側面 は後退 し,産 業政策 としての電力

政策 が貫 徹 してい くO これ に対 し,地方 自治体 の段階 では,以後 もこの電柱税,

｢報 償契約｣ が広 く普及す る とともに, 第 8蓑 でみ るよ うに明治末期以降,地

方公営電気 の一定 の増加 をみ る｡

この よ うな, 自治体 による一 連 の電気業統制 が この時期 に登 場 した背景 には,

もちろん電気業発 展 に伴 う社会 的矛 盾め地 域 的 な集中的発現が存在 す るが, そ

れ とともに, 日本産業革命 の展 開の中での都市 におけ る商工 プル ジ ョ7ジーの

発言 力 の強化 と近 代的 プロレク l)7- 1,の増大6B)を見逃 しては な らないO即ち

それ は, 明治末 の都市 民衆 運動 の激 発59), さ らに新 しい小市民層 を中心 とした

デモ クラシーの思潮 な どにみ られ るよ うに,混然一体 とした もので あ ったが新

58) 日本産業革命粒における都市の-7匹済発展とそこにおける階級的構成の変化については,東京を
対象とした宮地正人,帝国主義形成期の都市民衆運動 (｢歴史学研究｣1972年11月号)が注目さ
れる｡

59) この中でも,とりわけ東京市における電車料金値上反対運動は,都市独占事業に対する労働%.
勤労市民の立場からの公益的統制の主張として大きな意義をもってい る｡事実,それは電車の市
営を実現するとともに, この運動の昂務の前に絶対主義政府をして,敵和政策としての官製の
｢公益｣概念を形成せしめた｡〔寺尾晃洋 ｢独立採算剖批判1第3葦 3,独立採算制以前の地方
公営企業.1965年)｡又, この時期の都市民衆運動の性格規定については, 中村政則 ･江村栄一
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たな民主主義運動の形成をもたらしてお り,その中でこの地域独占事業たる電

気業への社会改良的な公益的統制の主張60)が登場 しているのである｡

しか し,現実に展開された自治体の電気業統制は,その内容において,本来

の公益的統制,即ちブルジ ョア民主主義的なそれではなか った｡例えば,東京

市政調査会による電気事業報償契約の調査研究をみても, アメリカのフランチ

ャイズとの比較の視点から ｢我が国の報償契約はその名の示す如 く報債問題が

中心であって アメリ)'の FranchlSeは料金工作物に就ての監督権を市に留

傑することを寧 ろ主眼 としているo｣61) したが って日本の場合, ｢料金制隈の

約款は大体承認権を留保 している程度で決 して十分でない｣62)うえ,｢直接的配

当制限を規定しているものはない｣63)など, ほ とんど全条項にわたっての公益

的統制規定の弱さが指摘 されている｡

このような ｢電気事業報償契約｣における公益的統制規定の弱き,財政 目的

-報償金を主眼 とする傾向は又,地方公営電気. とりわけ都市における公営電

気事業で顕著である｡ これは,他の公益事業 も含めた戦前の日本地方公営事業

の共通の性格 として,一般的に指摘されている収益主義的経営64)にもみること

ができるが,電気業の場合,他の公営公笹事業 よりその収益 目的はより強 く,

かつそれが現実に可能であったといえる｡例えば,1911年開業 した東京市営電

気をみても,それは電車市営に伴 って付随的に設立 されたものであ り,｢市当

局は電気軌道事業に生ずる可能性のある欠損を,収益率の高い電気供給事業で

埋めてい く構想｣65)であったといわれている｡ さらに,同時期に創設 された静

60) 片山潜 ｢都市社会主義｣1903年,安部磯雄 ｢都市独占事業論｣1911年｡ このような主張は1901

年結成されたEl本社会民主常の綱領にもかかげられるが,｢しかし,せっかくこのような労働者
階巌を背景とした郡市問題への関心,その改良-の要求運動も明治末年にはしぼんでしまった｡｣
(柴田庶街 ｢現代都市論11967年.90ベーン)｡

61) 東京市政調査会｢我国主要都市に於ける電気事業報償契約｣前掲書,51べ-汐｡

63) 同上. 67ペ11㌔
64) この点については寺尾晃洋｢独立採算制批判｣第3:革3-2｢市営における経営原則をめぐる論

争｣に要約されている｡この他に,汐見三郎 ｢専売及び官公業諭｣1935年.閑- ｢都市政策の理
論と実際11936年.を参鳳

65) ｢東京都財政史｣(中),東京都.1969年.30ペー ジ｡

66) ｢逓信事業史｣第6巻,前掲奮,295-297ペーソ｡
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岡市営電気も,その創設目的に財源獲得をあげているし66),又, すでに創設さ

れていた京都市営電気は, この頃に経営 目的を ｢殖産興業｣から財政目的へ転

換している6㌔

では, この地方自治体による電気業統制の特質は,いかなる要因によって形

成 されたのであろ うか. まず第 1に. 明治地方 自治制の官治性と地主的性格

をあげねばならない｡周知のように ｢下から｣の民主主義運動の性格を持 った

自由民権運動の敗北の中で,天皇制絶対主義権力の地域支配横棒として ｢上か

ら｣つ くりあげられた地方自治体は,その強い官僚統制のもと-の寄生地主,

中小ブルジ皇アジーの取 り込みとして誕生した｡したがって,電気業と最も閑

適の深い中小産業プルジ1アジーは.資本主義発展に伴い,都市においてその

地位を上昇させるものの,地租納税額を基準 とする自治体の制限選挙のもとで

は,その政治的発言力は低かったo Lか も.彼らを含めこれら地域支配層は,

天皇制権力と政商 ･財閥の結合による専制的経済支配の中でその社会経済的劣

位性を姐足され,すでにブルジョア民主主義的な電気業の公益的統制実現の担

い手たる資格を喪失していた｡さらに,都市労働者もこの地方政治から排斥さ

れている以上,自治体による電気業統ilJにも,おのずから限界があったといえ

よう.

第 2に,財政目的を主眼とした自治体の電気業統制を規定したものとして,

明治地方自治制下の地方励政, とりわけ都市別政の窮乏化があげられる68㌔ 主

要財源をことごとく中央政府に取 り上げられ,その財源の裏付けのないまま,

国家の委任事務の遂行を義務づけられた地方財政にあって,とりわけ郡市財政

は資本主義発展に伴 う都巾膨張,財政需要の激増を前に,深刻な財政危機にあ

った.そしてこの解決策は,税外収入の増大の追求であり,かつそれは一層の

大衆負担の強化となった｡ したがって,電気業に対する報償金,及び公営化に

よる高収益確保という自治体の施策は,いわばこの明治地方自治制の枠内での,

67) 朽木播,京都市営電気事業の初其且経営事情と経常E]的の転換,大阪市* ｢経常研究｣第58号,
153ぺ-シ0

6R) 戦前日本の都市財政については柴B]権衡 ｢現代都市論｣前掲要,330-339ペ-シを参肺.
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大衆負担 にi:る財政危機克服の方向で

位置づけられてきたのである｡

第 3に, この財政 目的の電気業統制

を可能 とした要因として, 日本電気業

の高収益があげられねばならない0第

9表でわかるように,はば一貫 して10

%以上の高収益率をほこる電気業は,

前節で考察したように,中央政府の電

力政策の 1つの帰結でもあったが,そ

れは又,財源の枯渇に悩む地方 自治体

の課税 ･課徴対象 となったのである6㌔

しか も,それが天皇制国家の地域支配

機構たる地方 自治体の財政危機の克服

に使われ,かつそれが,電灯 ･小口電

力消費者に負担転嫁される限 り,天皇

制絶対主義政府の容認するところでも

あった｡

このように,電気業に対する自治体

の財政 目的の統制は,先の電力政策に

よって保証された電灯 ･小 口電力供給

からの高収益に寄生 したものであ り,

第9表 電気事業収益率累年表

よ＼＼対払込資本金収益率よ-＼対払込資本金収益率

注 1) 帝国統計年鑑,電気事業要覧より算此
2) 松島春海,日本電気産業の生産力構
造とその展開,前掲論文,146ページ｡

それが電源開発用資金 ･大 口電力供給用

資金を侵蝕 しないかぎり,産業政策 としての電力政策 と共存してい くのであるo

Lかし,それが同一の収奪基盤に共存 していることは,同時に,その矛盾 .

対立,即ちその収益を大規模発送電にまわすか,それとも地方行政の分野にま

69) ｢私営電気供給事業に対しては原則として地租,所得税,営業収益税等の国税は勿論,一般地
方税の賦課を受く｡是れ地方鉄道事業,軌道事業,運河事業用地が私営の場合と鞭も一般に撫転
地とせられ,水道用地が水道条例の規定に基き無租地とせらるると趣を異にする所なり｣ (東京
市政調査会｢本邦電気供給事 業三関ス′L調査｣前掲膏.292べ-ソ)a
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わすかという矛盾の存在をも意味した｡そして,この矛盾 ･対立が表面化する

際,天皇制絶対主義権力はその官僚的電力行政機構によって常に産業政策 とし

ての電力政策を優先し,次第に地方自治体による電気業統制を圧迫していくO

それはまず,電力行政権隈の逓信省による専制的行使にみられる｡例えば,自

治体が ｢報償契約｣によって既存の電気業者に供給独占権を認めていても,逓

信省がそこに重複営業許Rlをすることによって ｢報償契約の認むる独占権は栗

丘蘭せられつつある｣70'のが実態であったOこれによって,自治体の ｢報俵契約｣

による統制は極めて権威のないものとなっていた｡

さらに逓信省は,1919年自治体の ｢報償契約｣による合併 ･増資-の統fEIJに

対 し, ｢右の如き道路の使用 と直接関係なき事項につき,市町村が電気事業に

干渉するは往々本省の方針と低触を来 し,支障少からざるのみならず電気事業

の発達にも影響する-71)として, その無効 ･停止の圧力をかけていくのである｡

しかし, このような電力国家政策における逓信省と地方自治体の電力行政の

矛盾は,われわれが考察対象とした明治末から大正初期にかけて まだ崩芽的

なものにとどまっている｡しかし,以後の電灯 ･電力の一層の普及を基礎 とす

る労働者 ･勤労市民の公益的電気業統制の要求 ･独占料金反対運動は,産業政

策 としての電力国家政策と鋭 く対立する一方, この電力政策における ｢競争に

よる大口電力普及策｣は,地域独占たる電力資本間の無政府的競争を激化させ,

電気業の経営危機をもたらす｡か くて,この電力政策は重大な危機に直面する

が,それは同時に電力国家政策の内在的矛盾,即ち地方自治体の財政 目的の統

制への圧迫を強化する,ここに自治体による電気業統制 と労働者 ･勤労市民の

公益的統制の要求は,電気業の民主的統制-具体的には公営化要求のもとに合

流し,電力国家政策はそ0)対応策 として,戦時経済下のもとで一層の中央統制

強化-とすすむのであるが,これは又,次稿で くわしく考察 することとしよう.

70) 東京市政調査会 ｢我国j=要都市に於ける電気事業租借契約｣前掲書.29--ジR
71) 逓信次官の内務次官宛の照会 (電管第5060号)｡石井賛三 ｢電灯電力電鉄及屈尿公営に関する

新研究｣1921年,18ページ.


